
市街化 区域 内農地等の転用届出書の取扱に

関す る事務処理要領

(目 的 )

第 1条  都 市 計 画 法 (昭 和 43年 法 律 第 100号 )第 7条 第 2項 に よ る

市 街 化 区域 内 にお け る農 地 法 (昭 和 27年 法 律 第 229号 )第 4条 第

1項第 8号 お よび 同 法 第 5条 第 1項 第 7号 の規 定 に 基 づ く農 地 を転 用

す る場 合 の 届 出 (以 下 「農 地 転 用 届 」 とい う。 )を 函 館 市農 業 委員 会

事 務 局 規 程 第 6条 第 1項 第 5号 の規 定 に よ り事 務 局 長 が 専 決 す る とき

は この 要 領 の 定 め る とこ ろ に よ る。

(事 務 の処 理 )            。

第 2条  事 務 局 長 は農 地 転 用 届 出書 が提 出 され た とき は ,北 海 道 農 地 法

関係 事 務 処 理 要 領 (平 成 22年 2月 16日 付農 調 第 1057号 北海 道

農 政 部 長 通 知 )第 3の 4に よ り処 理 す る もの とす る。

2 土 地 区 画 整 理 法 (昭 和 29年 法 律 第 119号 )に 基 づ き ,現 に土 地

区画整 理 事 業 が行 われ て い る 区域 の 土 地 に係 る届 出 につ い て は ,事 務

局 長 は第 1項 に 定 め る添 付 書 類 の ほ か に 必 要 な 資料 の提 出 を求 め る こ

とが で き ると

3 事務 局 長 は 第 1項 の規 定 に よ り専 決 す る とき は必 要 に応 じ現 地 につ

い て調 査 を し,届 出 に係 る土 地 の 関係 人 ,会 長 ま た は会 長 職 務 代 理 者

お よび ,届 出 地 を担 当す る地 区担 当委 員 の意 見 を聞 く と ともに そ の概

要 を記 録 して お く もの とす る。
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この 要 領 は ,

昭 和 62年 7月 22日 か ら適 用 す る。

平 成 13年 4月 9日 か ら適 用 す る。

平 成 20年 11月 1日 か ら適 用 す る。

平 成 21年 12月 17日 か ら適 用 す る。



附 則

この要領 は,令 不目元年 11月 1日 か ら適 用す る。


